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研究成果の概要（和文）：　本研究の第一の目的は、末子妊娠時に育児休業、年次有給休暇、配偶者出産休暇の
それぞれを取得する男性の企業属性や就労環境、育児支援策の利用状況などを検証することであり、第二の目的
は、子どもに看護が必要な場合における休業形態について、子の看護休暇のみならず年休をはじめとする複数の
休業形態の選択も含めて、総合的な分析を試みることである。また、第三の目的は、女性労働者の妊娠中の離職
率と出産後の離職率に影響を与える要因は何かを検証することであり、本研究ではこれらの目的に沿って実証分
析を行うものである。

研究成果の概要（英文）： This study aimed to examine attributes, working environment, and usage of 
parenting support measures of companies where men use spousal maternity leave, annual paid leave, 
and parental leave during the pregnancy of the youngest child. Second objective is to perform a 
comprehensive analysis of various leaves, such as nursing and annual leaves, when children require 
nursing care. The third objective is to verify factors that influence the rate of female workers 
resigning during pregnancy and after birth.

研究分野： 経済学

キーワード： 配偶者出産休暇制度　育児休業制度　出産　育児　離職　子の看護のための休業
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研究成果の学術的意義や社会的意義
 本研究では、男性の育児休業、年休、配偶者出産休暇の選択要因を分析し、休業取得選択に関する相互比較を
目的としている。男性の育児に関する休業取得についての実証分析はあまり多くないことから、本研究は社会的
意義が大きいと考える。また、育児休業取得後の復職率を上昇させる要因を探るため、復職できない労働者の企
業属性や育児支援策のあり方などを明確にすることや、子の看護休暇の取得がどういう要因によって促されるの
かを明らかにすることを研究目的としている。子どもの看護のために休暇を取る必要に迫られたとき労働者がよ
り利用しやすい制度とは何かを探ることは意義があるといえよう。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。
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１．研究開始当初の背景 
我が国では、1992 年に育児休業法が実施され、育児休業制度が導入された。この導入により

育児休業の取得が促され、1996 年度の取得率が 49.1％であるのに対し、2012 年度では 83.6％

となった。しかし、この取得率上昇は主として、女性の取得率上昇によるものであり、男性の取

得率は 2012 年度においてもわずか 1.89％である。このように取得率が低いがゆえに、男性の育

児休業取得に関する実証分析も少ない。よって、本研究では男性の育児休業取得に関する実証分

析を行うことを目指した。具体的には、男性労働者が育児休業、年休、配偶者出産休暇を取得す

るかどうかに影響を与える要因を明らかにする。また、正社員女性、非正社員女性の休業選択要

因も検証し、男性の結果との比較を試みる。 

取得率が上昇する一方で、育児休業の復職率は、1996 年度が 87.3％、2012 年度が 89.8％で、

その間ずっと数値はほぼ横這いである。しかも、この数値は約９割が復職することを意味してお

り、復職率は高水準にあるという見方もできるが、一つの大きな問題があることを指摘したい。 

それは、女性が復職を予定し出産後も継続就業する場合、その労働者に対してかなりの金銭的支

援が行われているということである。まず、出産手当金として産休を取った期間、賃金日額の３

分の２が健康保険から支給される。そして、育児休業中においては、厚生年金、健康保険の保険

料が免除され、雇用保険からは育児休業給付金として賃金日額に支給日数を乗じて得た額の

50％（暫定）に相当する額が支給される。さらに 2014 年４月からは、厚生年金、健康保険等に

ついて、産休期間中の保険料免除も行われることが決定している。 

ここで、育児休業を取得し復職せずに退職するならば、それは、こうした恩恵を受けたにもか

かわらず仕事を離れることを意味する。社会保険における財政面、育児休業取得者以外の社会保

険料負担者との公平性を考えた場合、復職率をできるだけ上げるような対策が必要であるとい

えよう。 

そこで、本研究では、妊娠中の離職率と出産後の離職率に着目し、両者に相関があるのかにつ

いての検証を目指した。さらに、短時間勤務制度をはじめとする勤務時間に関する育児支援策や

子の看護休暇制度、職場環境が妊娠中および出産後の離職率に与える影響を探るため、実証分析

も行う。 

 また、出産・育児期の離職を抑制することを目的に様々な育児支援策がなされているが、その

うち、子の看護休暇制度に着目した分析も行う。子どもが病気にかかって仕事を休む必要が生じ

たとき、子の看護休暇の代わりに年休を利用する労働者が多いため、子の看護休暇のみならず年

休をはじめとする複数の休業形態の選択を総合的に分析する必要性がある。本研究では、男女別

に休業形態の選択要因を分析し、男女間の比較検討も試みることを目指した。 

 
 
２．研究の目的 
本研究では、（1）男性における育児のための休業形態の選択、（2）子の看護のための休業形態

の選択、（3）出産・育児期における女性の離職率について実証分析を行った。 

（1）では、末子妊娠時に育児休業、年次有給休暇、配偶者出産休暇のそれぞれを取得する男

性の企業属性や就労環境、育児支援策の利用状況などを検証し、正社員女性、非正社員女性の結

果との比較も行うことを目的とした。（2）では、子どもに看護が必要な場合、子の看護休暇の代

わりに年休を利用する労働者が多い現状を踏まえて、子の看護休暇のみならず年休をはじめと

する複数の休業形態の選択も含め、総合的な分析を試みることを目的とした。（3）では、女性労



働者の妊娠中の離職率と出産後の離職率に相関があるのか、妊娠中の離職率と出産後の離職率

に影響を与える要因は何かを検証することを目的とした。 
 
 
３．研究の方法 
本研究では、個票データを用いて、男性における育児のための休業形態の選択、子の看護のた

めの休業形態の選択、出産・育児期における女性の離職率の実証分析を行う。 

 手順としては、まず個票データの利用申請を行う。申請と同時に先行研究のサーベイを行い、

データ入手後にはデータ処理にも着手する。具体的にはデータの加工を行ってデータセットを

作成、その後、それぞれの変数の分布、記述統計量等を確認し、データ分析、結果解釈、論文執

筆へと進む。 

 
 
４．研究成果 

（1）「子の看護休暇の取得要因に関する分析」  

阪南大学学会、『阪南論集 社会科学編』、2018 年 10 月 31 日、第 54 巻、第１号、pp.1-13 

本稿では、子の看護休暇に着目し、取得を促す要因を明らかにする。具体的には、子の看護 

休暇の取得率と取得日数に関する分析を行い、子の看護休暇が有給か無給か、休暇の規定がある

かどうか、そして休暇の取得可能日数、取得可能期間、取得対象者に関する規定内容が、取得率

と取得日数にどのような影響を与えるかを推定する。 

分析の結果、以下のことが明らかとなった。 

① 看護休暇中の賃金が有給または一部有給の場合、取得率が上昇し、取得日数も多くなる。 

② 男女ともに従業員数が 100 人未満の場合、看護休暇制度があると取得率、取得日数が抑制さ

れ、従業員数が 100 人以上の場合、女性においては看護休暇制度があると取得率が上昇し、取

得日数も多くなる。 

③ 従業員数 100 人以上の女性においては、取得可能日数が多いほど、また取得可能期間が長く

なるほど、そして取得対象者は幅広く設定されているほど取得率が上昇し、取得日数も多くなる。 

 

（2）「育児休業取得後の復職率に関する分析」  

日本経済政策学会、『経済政策ジャーナル』、2018 年５月 20 日、第 13 巻、第１・2 号、pp.3-19 

 本稿では、育児休業後においてスムーズな職場復帰を図るための制度や措置、職場環境を明ら

かにし、働きながら子を養育する労働者の職場復帰を促す制度や政策の方向性を探るために、育

児休業取得後の復職率を分析した。分析の結果、明らかになったのは以下の通りである。 

①勤務時間に関する制度及び勤務時間以外の育児支援策のうち復職率を有意に高めるのは短時

間勤務制度である。 

②子の看護休暇制度は、子どもが小学校入学以降も取得対象とする場合において有意に復職率

を上昇させる。 

③職場復帰の際、もとの職場に戻れる場合と比べて、本人の希望を考慮して会社が決定する場合

に復職率を有意に下げ、職業能力の維持、向上のための措置がある場合に復職率を有意に上げる。 

 

（3）「配偶者出産休暇の取得を促す要因分析」  

阪南大学学会、『阪南論集 社会科学編』、2016 年 10 月 31 日、第 52 巻、第１号、pp.1-11 

我が国において、配偶者出産休暇制度は公務員以外では法的に認められた制度ではない。本稿

では、配偶者出産休暇の取得に影響を与える要因は何かを検証し、配偶者出産休暇の取得を促す



制度のあり方とはどういうものかについて考察することが目的である。分析の結果、明らかにな

ったのは、以下の 4 点である。 

①配偶者出産休暇を有給または一部有給で取得できる場合、配偶者出産休暇の取得を促し、その

効果は大きい。 

②取得可能日数が 6 日以上と比較して、1 〜5 日の場合において配偶者出産休暇の取得が促さ

れる。 

③育児休業中に会社や共済会等から一時金等が支給される場合、配偶者出産休暇の取得が抑制

される。 

④所定外労働が免除される場合、配偶者出産休暇を取得しない傾向がある。 
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